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〇社内版「 労働安全衛生マネジメ ント システム」を構築し た労

働安全衛生活動の充実

〇活動の体制整備、 活動の進捗管理は社内ルールを整備し 、

規程化してＰ Ｄ Ｃ Ａ を展開

〇外部の健診機関や作業環境測定機関、 人材を有効活用、 本

社と 事業所間が有機的に連携し て活動

第一に挙げられること は、 ト ッ プが安全衛生に取り 組む姿

勢を明確に発信し 、 そのメ ッ セージを組織全体で共有すると

と もに、 活動の具体的な推進・ 展開の工夫が随所で行われて

いること です。

二つ目は、 活動を推進するための組織体制や人材の配置、

育成などが、 規程と して明文化さ れており 、 継続的に取り 組

んでいける仕組みができていること です。 専門知識を活用し

て心身の健康管理の向上を狙った、 産業（ 職域）保健師・ 看護

師の配置・ 活用が進められています。

三つ目は、 個別の施策の推進に当たっては、 社全体を俯瞰

し 、 社内で不足する人材や機能については、 積極的に外部機

関を活用すること により 、 成果があがるよう な柔軟な対応策

が取られています。

安全衛生活動の成果をあげるためには、 ト ッ プがその姿勢

を明確にすること が極めて重要で、 それを組織全体で共有し

実行できること が必要です。 当該会社は、 労働安全衛生方針

と し て、 基本理念や行動指針を作成し（ グループ安全基本理

念参照）、 社内に公開し て周知徹底が図られています。 また、

社員一人ひとり がいつでも確認できるよう に名刺サイズのポ

ケッ ト 版（ 写真参照）を用意し て、 見える化の工夫もさ れてい

ます。 活動の計画は３ か年計画で目標を定め、 年度中央と年

度末には社長を議長とし た安全衛生中央会議（ 全社会議）を開

催し て評価と計画のローリ ングが行われ、 全社間での情報共

有や事業所内の事務局設置など組織も充実さ せて、 ライン化

による安全衛生活動を展開し ています。

社と し て「 労働安全衛生マネジメ ント 規程」が定められてお

り 、その考え方に沿った活動や点検、監査が行われています。

「 労働安全衛生マネジメ ント システム」の外部認証は未取得で

すが整理はできており 、 令和５ 年度より 全事業所で認証の取

得を計画さ れており 、 現在は細部の点検、 充実を図られてい

ます。

安全衛生に係る人材の選任と役割は社内規程で明確化さ れ

ています。 総括安全衛生管理者は事業所長、 安全管理者は製

造部長、 衛生管理者は安全衛生担当課長がその任にある間担

当しています。 規模によって補佐的な安全衛生推進員を選任

し て実務を円滑に進める工夫もされています。 産業医につい

ては、 事業所規模から専属の配置義務がないので、 事業所ご

と に近隣の医師と 委託契約を結び、 業務量を整理し て１ 回/

月あるいは１ 回/週などのよう に来社で対応をし てもらって

います。 特筆すべきこと は、 法的には配置の義務はないもの

の、 健康管理の充実を図るために目安と し て 300 人以上の

▲ ▲

要旨・ ポイント

▲ ▲

イーグル工業株式会社の
「 安全衛生管理体制」の特徴的な取り 組み

ト ッ プが基本方針（ メ ッ セージ）を明確に発信、

本社と事業所のライン化による活動の推進・ 展開

イーグル工業株式会社　 労働安全衛生方針ポケッ ト 版

安全衛生に係る人材の選任ルールと役割は

規程で明確化し 、 産業保健師・ 看護師も配置・ 活用

グループ安全基本理念

11



本社

〒105-8 58 7　 東京都港区芝公園2-4 -1

　 　 　 　 　 　 　 芝パーク ビルB 館 14 Ｆ

h ttp s : //w w w . e k k e a g l e . c o m / j p /

●従業員総数（ 連結）6,393人（ 2022 年 3 月末）

各事業場の従業員数　 埼玉事業場 330人
岡山事業所 670人

高砂事業所 70人

呉事業場 40人

つく ば事業場 100人

事業所には産業保健師または看護師を配置し ているこ と で

す。

また、 本社に配置されている産業保健師が小規模事業所を

巡回し て健康管理をフォローする仕組みもつく り 、 全社的に

実効性を高める人材配置と 役割の工夫がなさ れています。

全社を俯瞰し た取り 組みができている仕組みとし て、 任命

されている安全衛生を担当し ている管理職や担当者の事業所

間の異動があり ます。 異動先では異動前の事業所と の比較調

整が円滑にできる仕組みができています。 さ らに主要な事業

所（ ６ 事業所）には安全衛生に関する事務局が設置さ れてお

り 、 事務局の管理職やメ ンバーと 本社は、 毎月１ 回月末に１

時間程度のW ebによる会議を開催し 、 課題や解決策の共有

を図っています。 職場巡視にも近隣事業所間で相互巡視をす

る仕組みや、 本社が事業所を巡視する仕組みがあり 、 事業所

間の格差解消につながる仕組みになっています。 全社を俯瞰

した安全衛生に取り 組める組織と 人材の配置が二重三重に仕

組みと し てできあがっています。

もう 一つが、 人材の育成です。 安全衛生中央会議で３ か年

計画の中に事業所単位で立案した衛生管理者資格者の育成計

画が議論さ れています。 社全体と し て充実を図ること にも注

力し ています。 計画的な人材の育成が事業所に留まらず全社

の課題と し て共有さ れ活動に生かさ れていることは、 社と し

て安全衛生の活動がスムーズに運営できている根底にあるよ

う に思われます。

安全衛生に関する実践的な活動は基本的には事業所単位で

行われますが、 会社とし て取り 組むべき方向はすべての事業

所と 同一で行われること が望まし い姿です。 それを実現させ

るため、 法的な設置義務はあり ませんが、 製造部門のある工

場から従業員の代表と会社側の代表を委員に選出し て中央安

全衛生委員会を設置して運営する仕組みがあり ます。

この中央安全衛生委員会は、 グループ全体の事業所と 合同

開催し ており 、 年2 回開催さ れています。 その内容は、 2 月

の開催時では翌年度からスタ ート する年方針を諮り 、 10 月

の開催では上期の実績を報告して方針を仰ぐＰ Ｄ Ｃ Ａ を回す

仕組みになっています。 直近では実務を見直し 、 これまで本

社の安全健康推進部が安全と 健康の両方を統括していました

が、 健康管理の統括部門は本社に残し 、 安全管理の統括部門

は効率と 実効性を高めるため、 環境保全の統括部門と 統合し

機能の強化を図っています。 安全衛生活動の取り 組みを俯瞰

できるからこそ、 機能する組織へと 柔軟に改編ができること

も重要であると 思われます。 事業所に設置さ れている法定の

安全衛生委員会には幾つかの小委員会が設置さ れており 、 現

場のパト ロールなどが具体的、 定期的に組まれています。 本

社と事業所に設置さ れている事務局は、 事業所内の安全衛生

活動の実践や全社間で課題の進捗状況の確認、 個別の課題の

打ち合わせを行う などの機能を持ち、 実践的な活動につなげ

ています。

健康診断は、 事業所の規模から健康診断部門を持たず外部

の機関に委託をし 、 また産業医も嘱託（ 非常勤）契約により 対

応しています。 社と しては、 それらを活用するための社内の

組織や人材の充実化を図っています。 健康管理は、「 健康支

援を基本」と し て掲げて推進し ており 、 そのために産業保健

師、 看護師を社内に配置し て積極的に取り 組みを進めていま

す。具体的にはスト レスチェ ッ クの活用では、本人へのフィ ー

ド バッ クはもちろん、社内に設置し た相談窓口で産業保健師、

看護師が対応を行っています。 また、 大手の健康支援機関と

包括契約を結び、 社員に対し 専用の相談窓口の連絡先を入れ

たパンフレッ ト を配布し 、 会社への報告は相談件数に留める

など個人情報に配慮した健康相談窓口を設置し ており 、 仕組

みとし て充実し ています。

社員の健康教育にも、 外部の機関や専門家を積極的に活用

し ており 、 階層別の教育の充実が図られています。 製品の納

入先で関係のある他の業界の安全衛生団体にも講師を依頼す

るなど、 明確な教育目的をもって内容の充実が図られていま

す。 新入社員（ 中途を含む）へのサポート は、 社内の人財教育

部が実施する集合教育があり ますが、 健康管理部門では、 別

途産業保健師を活用した教育を追加し て充実化が図られてい

ます。

全社を俯瞰した組織・ 体制と

人材の育成・ 配置

機能する安全衛生の組織づく り と

委員会の運営

事業所安全衛生委員会

外部機関、 人材を活用した

安全衛生活動の充実化
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働き方改革で取り 上げられる代表的な施策に「 有給休暇取

得の推進」があり ますが、 ここ数年は１ 年毎に取得１ 日増の

目標を掲げて活動が進められています。 組織にチェ ッ ク機能

を持たせて実効性のあるものに仕立てています。 近年多様化

している勤務形態に合わせて「 在宅勤務制度」が令和３ 年度か

ら導入さ れています。 新型コロナの影響で在宅勤務がすでに

緊急の対策とし て進行し ているので、 収束後の定着状況を見

極める必要があると のこと です。 新型コロナの流行で課題と

なった「 感染症対策」は、 すでにインフルエンザへの対応のよ

う な費用負担と 休暇付与の両面で対応しており 、 特に休暇に

ついては今回の新型コロナでは特別休暇付与を決めるなど配

慮さ れています。

過重労働対策については、 すでにフレッ クスタイム制度や

時間外労働の目標値を設定し て進めており 、 さ らに面談など

の仕組みもできています。仕事と 家庭の両立支援（ 育児、介護、

療養）については、 育児休業はすでに制度化し て運用し 、 介

護や療養については休職制度の中で運用ができています。 む

しろ健康支援の立場からは、 有給休暇取得の推奨で療養を理

由と する休暇が埋没する現象があると の指摘もあり 、 実態を

踏まえた柔軟な制度化が、 現状では問題なく 機能し ているよ

う です。

当該会社の安全衛生活動のヒアリ ングからは、 企業のト ッ

プからのメ ッ セージやそれを社内に具現化する本社の機能部

分の役割の重要性が強く 認識できます。 特に事業所の規模に

関係なく 社と し てすべき安全衛生の施策が隅々に行き届いて

いる様子がどのヒ アリ ング項目からも見て取れます。

個別には、 実効のあがる活動への体制整備、 活動の進捗管

理は社内ルールを整備し て規程化し 、 それに沿ってＰ Ｄ Ｃ Ａ

が回っていること 、 外部の健診・ 作業環境測定機関などを有

効活用できていること 、 本社と 事業所間の有機的な連携がで

きていることなどが挙げられます。 社全体と し ての実効性を

高めるための横断的な人事異動の活用、 戦略的には法定では

配置義務のない産業保健師（ 看護師）の配置と 活用など、 組織

と 人が上手にかみ合っ て相乗効果を生んでいるよう に思わ

れ、 大変参考になる事例であると思われます。

健康経営や労働安全衛生マネジメ ント システムといった外

部の認証は取得さ れていないものの、 それらの本来の趣旨を

熟知し て社内版の「 労働安全衛生マネジメ ント システム」を規

程とし て定め、 それに沿った活動の展開が実効性を高めてい

るものと 思われます。「 Corporate Report 2 022」（ 写真参照）

に見られるよう に、 他のマネジメ ント 同様に包括された取り

組みの中に位置づけられる重要な柱の一つと し て扱われてい

ます。 社外認証の取得が目的ではあり ませんが、 安全衛生活

動が充実し ている企業の事例と して大いに参考になると 思わ

れます。

個別の施策も丁寧に整理をして

現実的な制度へ

イーグル工業株式会社　 Corpo rate Repo rt 2022　

健康経営、 労働安全衛生マネジメ ント の

外部認証の取得に向けて
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今回、「 効果的な安全衛生管理体制のあり 方」についての示

唆を得るために、 先進的な活動を展開されている地方公共団

体２ 団体のほかに、 参考になると 思われる民間企業１ 社に対

しても安全衛生活動のヒ アリ ングを行いまし た。

組織と し て安全や健康の保持増進に取り 組む基本の姿勢

は、 地方公共団体であっても、 民間企業であっても何ら変わ

ること はあり ません。 そのことは、 どちらへのヒアリ ングで

も個別の質問項目へは同じ よう な内容の回答になっているこ

とからよく わかり ます。 要は、 効果をあげている地方公共団

体や民間企業は具体的にどのよう な組織にどのよう な人材を

配置し てどのよう な活動が行われているのか知り 、 一つひと

つを自身の地方公共団体のそれらと 照合し ながら、 適宜見直

し 、 工夫をして改善を進めること にあり ます。

以下に、 民間企業のヒ アリ ングから安全衛生活動を効果的

に進めるためのキーになると 思われること を整理し てみまし

た。

①安全衛生の効果をあげるための組織・ 体制がし っかり でき

ていること

安全衛生ばかり でなく 、 社会経済活動全般に言えることで

すが、 まずはその目的を達成するための組織・ 体制ができて

いること は、 継続的に取り 組むための第一歩であると 思いま

す。 民間企業の事例では、 社長をト ッ プと する組織・ 体制を

明確に社全体に規程などで明確にし たう えで、 そのト ッ プか

らのメ ッ セージが一人ひと り の従業員に直接伝わる工夫がな

さ れています。 また、「 Corporate Report 2 022」に整理さ れ

ているよう に、 組織とし ての取り 組みが他の取り 組みの位置

づけと 同列に明示さ れています。 組織で取り 組むために、 従

業員一人ひとり が果たす役割が端的にわかり 易い形に示され

ています。

②適材適所の人材配置と 人材の育成の仕組みがあること

労働安全衛生への取り 組みの多く は、 労働安全衛生法に定

められており 、 人材の配置もその一つです。 総括安全衛生管

理者、安全管理者、衛生管理者、産業医などの資格者の選任、

配置は業種や規模で詳細に定められています。

一方で、組織内の安全衛生に関する課題を整理する中では、

法の要件を満たすだけで果たして課題を解決すること ができ

るかどう かを冷静に見極める必要もあり ます。 今回のヒ アリ

ングで安全衛生活動の成果をあげている地方公共団体や民間

企業の中には、 衛生管理者の職務を産業保健師に担ってもら

う こと で成果をあげている事例があり ます。 健康管理、 特に

メ ンタ ルヘルスの課題について衛生管理者の職務の分析と照

合を行い、 適材適所の人材配置ができている好事例であると

思います。 人材の配置には、 長期的に課題を解決するための

見通し を立てること が重要で、 戦略的に極めて重要な選択に

なると 思います。

法的に選任が必要な資格であっても、 組織に採用さ れた後

にでも取得できる資格があり ます。 従業員一人ひと り は、 組

織に配属さ れた後の配置や昇進など経験を積んでいく ことに

なり ますが、 安全衛生に係わる資格取得についても計画に織

り 込まれている必要があり ます。 また資格取得後も定期的に

研鑽できる機会を与えること も必要になり ます。 組織と し て

安全衛生に係る資格との係わり 方が規程などでルール化さ れ

ていること も継続的に安全衛生の向上には必要不可欠である

と 思います。

③Ｐ（ 計画）、 Ｄ（ 実施）、 Ｃ（ 評価）、 Ａ（ 改善）が回っていること

活動を効果的に実施するためには良い計画（ Ｐ ）が必要です

が、 活動の改善を進めるう えでは、 評価（ Ｃ ）もおろそかにし

てはいけません。 計画どおり 実施さ れているかどう かを管理

監督者が定期的にチェ ッ クするこ と は大変重要になり ます

が、 実際に活動を行う のは、 組織に所属する従業員一人ひと

り です。 あり のままの活動を評価し 改善（ Ａ ）につなげること

が安全衛生水準の向上につながっていきます。 組織全体で水

準向上のための活動ルールを共有し 、 その雰囲気作り に注力

する必要があり ます。 安全衛生活動の成果をあげている地方

公共団体や民間企業には、 例えば発生している疾病について

「 疾病の重大性（ 重篤度）」を評価し て改善の方向性、 目標をき

ちんと 立てて取り 組む仕組みができているよう に感じ ます。

労働安全衛生マネジメ ント システムでは重要な位置づけにあ

る「 リ スクアセスメ ント 」に当たり ますが、 それが機能し てい

ること は重要なポイント の一つです。 最近定着しつつある外

部認証の「 健康経営」や「 労働安全衛生マネジメ ント システム」

の取得に向けて活動の整理、 見直し をしてみること も、 安全

衛生の向上に役立つよう に思われます。

④現場を大切にする組織風土が醸成さ れていること

製造現場でのモノ づく り に使われている仕掛けに「 ３ 現主

義」があり ます。「 現場」、「 現物」、「 現実」を「 ３ 現」と し て作

られた言葉ですが、 安全衛生活動の成果をあげている地方公

共団体や民間企業の施策には、 これを大切にし ている取り 組

みがあるよう に思われます。 組織の持ち方、 資格者などの人

材配置と 育成、 一つひと つの課題への取り 組み活動、 それぞ

れが、「 ３ 現」を背景に丁寧な仕組みができています。

是非取り 組みの参考にし てみたいと 思います。

他にも、 参考にし て活動に組み込みたい情報が随所に見ら

れたヒ アリ ングでし た。いく つかを抜粋して紹介しまし たが、

一つでも参考になる取り 組みがあれば、 幸いに思います。

（ 安福　 愼一、 永島　 昭司）
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